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新潟県条例第16号 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例 

（新潟県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正） 

第１条 新潟県国民健康保険財政安定化基金条例（平成28年新潟県条例第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下この条において「移動後条等」とい

う｡)に対応する同表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下この条において「移動条

等」という｡)が存在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動後条等に対応する移動条等が存在

しない場合には当該移動後条等（以下この条において「追加条等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下この条において「改正部分」という｡)に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに追加条等を除く。以下この条におい

て「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改

正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、国民健康保険

事業特別会計歳入歳出予算で定める。 

 

（収益金の処理） 

第５条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、国

民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して

この基金に編入するものとする。 

 

（処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するため

に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める

ところにより、その全部又は一部を処分すること

ができる。 

 

（基金事業交付金の交付の要件） 

第７条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関す

る政令（昭和34年政令第41号。以下「政令」とい

う｡)第17条第１項の条例で定める特別の事情は、

災害その他の事由により多数の被保険者の生活が

著しい影響を受けたと知事が認める事情とする。

 

（財政安定化基金拠出金の徴収） 

第８条 政令第22条第１項の財政安定化基金拠出金

は、政令第17条第１項の規定による基金事業交付

金の交付を受けた市町村から徴収する。ただし、

特別の事情によりこれにより難い場合にあっては、

知事が別に定めるところにより、市町村から徴収

する。 

 

（延滞金） 

第９条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、納付すべき額につき年14.6パーセン

トの割合を乗じて計算した延滞金を納付しなけれ

（基金の額） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入

歳出予算で定める。 

 

（収益金の処理） 

第５条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一

般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入す

るものとする。 

 

（処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するため

に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、

一般会計歳入歳出予算で定めるところにより、そ

の全部又は一部を処分することができる。 
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ばならない。ただし、特別の事情があると知事が

認めるときは、この限りでない。 

(1) 納期限までに法第81条の２第４項に規定する

財政安定化基金拠出金の納付を行わなかったと

き。 

(2) 納期限までに基金による貸付事業に係る貸付

金の貸付けに係る償還金の納付を行わなかった

とき。 

 

第10条 （略） 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第６条の規定は、平成30年４月１日から施行する。

２ 基金は、平成36年３月31日までの間、法附則第

25条に規定する資金の財源に充てるため、国民健

康保険事業特別会計歳入歳出予算で定めるところ

により、その一部を処分することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 （略） 

 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第

６条の規定は、平成30年４月１日から施行する。 

（新潟県国民健康保険広域化等支援基金条例の廃止） 

第２条 新潟県国民健康保険広域化等支援基金条例（平成14年新潟県条例第61号）は、廃止する。 

（新潟県国民健康保険調整交付金条例の廃止） 

第３条 新潟県国民健康保険調整交付金条例（平成17年新潟県条例第80号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行する。 


